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第１　区域の概況

１　自然的条件

２　社会的条件

３　農業の動向

（附表）
農業産出額　　（平成３０年）　 （単位：千万円、％）

計 米 麦
類

雑
穀
・
豆
類

い
も
類

野
菜

果
実

花
き

工
芸
農
作
物

そ
の
他
作
物

計 肉
用
牛

乳
用
牛 生

乳

豚 鶏

鶏
卵

ブ
ロ
イ
ラ
ー

そ
の
他
畜
産
物

755 536 166 1 4 3 277 66 17 0 2 219 47 55 46 x 101 - x x -
864 675 66 2 1 4 484 52 58 6 2 189 60 46 39 19 63 x x - -

1,619 1,211 232 3 5 7 761 118 75 6 4 408 107 101 85 19 164 0 0 0 -
同
上
比
率 100 74.8 14.3 0.2 0.3 0.4 47.0 7.3 4.6 0.4 0.2 25.2 6.6 6.2 5.3 1.2 10.1 0.0 0.0 0.0 -

・ラウンドにより合計値が一致しない場合がある。
・Xについては、統計上公表できない数値である。

第２　指定野菜の生産及び出荷の近代化に関する基本的構想

　鳥取県の中央に位置し、総面積６０６k㎡で、県総面積の１７％を占めている。地形的には、倉吉盆地、倉吉市・北栄町
にまたがる低湿地の水田地帯、南部及び西部は倉吉市から琴浦町にまたがる大山火山灰大地の畑作地帯、また湯梨
浜町・北栄町は日本海に面して砂丘が広がっており、それぞれに特色のある農業が展開され県下で有数の農業地帯を
形成している。

　倉吉市の年平均気温は１６．１℃、年間降水量は１，３２４ｍｍ、年間日照時間は、１，７１６時間となっている。（令和元
年度）

　本地域の青果物供給手段はトラック輸送が主力で、主要販売市場の京阪神市場、山陽及び九州方面に対し道路網と
して、国道９号バイパスによる山陰自動車道から１７９号線、３１３号線、中国縦貫道へと整備され、当該地域への野菜供
給産地としてその地位を強めつつある。また、県内の鳥取市、米子市に対しても主たる供給地である。

　水田、畑とも基盤整備が進み、集出荷施設も整備が進んでいる。また、大山火山灰畑のかんがい排水施設の共用開
始により農業生産の一層の発展が期待され、これに合わせたハウス施設の導入が計画的に行われている。また、高い
生産力を持つ水田の機能を有効に発揮させつつ、稲作と転換作物を合理的に組み合わせた輪作体系の確立を促進
するため、土地利用型作物を中心として野菜の産地化、地域特産物の育成を目指している。
　農業従事者の高齢化の進展、後継者不足といった問題はあるものの、白ねぎやブロッコリー等軽量な野菜の生産は
増加している。また、中山間地から平坦地まで地域にあった品目を選択しており、野菜品目数は多く、今後とも野菜を中
心とした特産物の育成、産地化と作柄の安定により農業所得の確保を図り、地域の農業の活性化を図っていく。

・生産については、育苗生産システムを導入し、機械化を推進することで、省力かつ合理的な産地体制を整備する。
・流通面では、規格の簡素化をさらに進め、予冷施設による品質保持により高品質野菜の出荷に努める。

・生産性向上目標として、１０ａ当りの収量４ｔ、秀優品率９０％以上を目指す。

　
　
市
町
村
名

　
　
　
合
計

加
工
農
産
物

北栄町

合計

・指定野菜の生産に対して、安定的な出荷と品質の向上を図るため、新技術を積極的に導入し、省力化と規模の拡大
を進め、生産強化を図る。

耕      種 畜      産

倉吉市



第３　指定野菜の生産に関する事項

１．作付面積及び生産数量
（単位：ｈａ、トン、ｋｇ、％）

項目

市町村名 年次 田 畑 計 田 畑 計 田 畑 計

4 14 18 133 436 569 3,325 3,114 3,161

倉吉市 4 24 28 70 452 522 1,750 1,883 1,864

4 17 21 160 680 840 4,000 4,000 4,000

100 71 75 229 150 161 229 212 215

0 2 2 0 66 66 0 3,300 3,300

北栄町 3 3 51 51 0 1,700 1,700

2 2 80 80 0 4,000 4,000
67 67 157 157 235 235

4 16 20 133 502 635 3,325 3,138 3,175

4 27 31 70 503 573 1,750 1,863 1,848
計

4 19 23 160 760 920 4,000 4,000 4,000
100 70 74 229 151 161 229 215 216

　本県産におけるキャベツ生産は、自家用主体に加えて地場市場出荷を対象に栽培していたが昭和４９年
から主にすいかプリンスメロンの後作として農地の高度利用と農家の所得向上を図るため盛んになった。
その後面積拡大により昭和５１年には冬キャベツの指定産地となり、市場への安定供給が進むとともに、
適正な労力配分と更なる農家所得向上を目指して昭和６０年から夏秋キャベツが導入された。

　しかし近年は、すいかのハウス栽培増加による後作の施設野菜の増加や作付が競合するブロッコリー等
への切り替わり、外食産業の台頭による構造的変化により、再生産価格が維持できず、年々その作付面積
は減少してきた。

平成30年の農家数は７５戸であり、規模別に見ると２０ａ未満の農家の割合は４割程度、２０ａ以上の農家の割合が６
割程度となっている。

作付面積 生産数量 10ａ当たり生産数量

５年前（２５年）

現在（３０年）

Ａ

目標（５年）

Ｂ

対比Ｂ／Ａ

５年前（２５年）

現在（３０年）

Ａ

Ａ
目標（５年）

Ｂ
対比Ｂ／Ａ

目標（５年）
Ｂ

対比Ｂ／Ａ
５年前（２５年）
現在（３０年）



２．収穫面積規模別農家数
（単位：戸、％）

項目 収穫
５a ５a～ 10a～ 20a～ 30a～ 50a～ １ｈａ～ 1.5ｈａ～２ｈａ～ ５ｈａ～ ６ｈａ～ ８ｈａ～ 10ｈａ

市町村名 年次 農家数 未満 10a 20a 30a 50a １ｈａ 1.5ｈａ ２ｈａ ５ｈａ ６ｈａ ８ｈａ 10ｈａ 以上

59 6 14 12 16 9 2
倉吉市

65 6 14 13 20 10 2
110% 100% 100% 108% 125% 111% 100%

16 2 6 5 1 2
北栄町

16 2 6 5 1 2
100% 100% 100% 100% 100% 100%

75 2 12 19 13 18 9 2

計 81 2 12 19 14 22 10 2
108% 100% 100% 100% 108% 122% 111% 100%

現在 100 2.7 16.0 25.3 17.3 24.0 12.0 2.7
目標 100 2.5 14.8 23.5 17.3 27.2 12.3 2.5

収穫面積規模別

現在（３０年）
Ａ

目標（５年）
Ｂ

対比Ｂ／Ａ
現在（３０年）

Ａ
目標（５年）

Ｂ

対比Ｂ／Ａ

比率

対比Ｂ／Ａ
現在（３０年）

Ａ
目標（５年）

Ｂ



３．耕種状況等
(１)　主要輪作体系及び耕種時期

1
月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ～

指定野菜
の主要品
種名

25% 藍天

（夏秋キャベツ）

　 　

75% 嵯峨緑

25% 藍天

（夏秋キャベツ）

　 　

75% 嵯峨緑
(注）

(2)　栽培技術等の改善

・

・

・

中
生

年
次

タ
イ
プ

比
率

現
在

(

３
０
年

)

中
生

耕種時期

耕種時期は記入例により記入する。ただし、○－○（は種期）、△－△（定植期）、□－□（収穫期）、×－×
（収穫最盛期）とし、指定野菜名は括弧書きとする。

現在、品種は藍天、嵯峨緑を中心に作付けしているが、品種比較試験によりさらに優良品種の選定を進める。

育苗、定植期が高温期にあるため、共同育苗施設の利用の拡大等により健苗の安定供給に努めるとともに定植
前後の計画的なかん水により生育促進を図る。

すいか等の後作となる場合が多いため、残肥に注意し土壌分析を行い過剰施肥とならないよう、適切な土つく
りにより生産安定と品質向上を図る。

目
標

(

５
年

)



(3)　農業用廃プラスチックの処理方針
ア　農業用廃プラスチック処理の現状と課題

イ　今後の処理方針　

【農業用廃プラスチックの処理体制図】

処理契約 処理業者回収

集荷計画・啓蒙普及 集荷日指定

農家自身で搬入

　被覆資材として使用した塩化ビニールフィルム、ポリエチレンフィルム、プラスチックフィルム等
は、次年度マルチとして再利用するものと、個人で処分するもの、業者により処理するものと大別さ
れる。　現在、各市町村に農業用廃プラスチック適正処理推進協議会を設置し、全量処理業者に
よる適正処理を推進している。

　農業の施設化、作期の前進化により、ビニールマルチ等農業用廃プラスチックの取扱い量は
年々増加することが予想される。産業廃棄物最終処分方法として、埋立方式も用地確保に限界が
あり、燃焼方式では処理経費が非常に高くなる状況である。
　廃プラスチックは、産業廃棄物として農業者が責任を持って処理すべきものとして位置付けられ
ているが、適正処理するのは困難であり、行政機関、農業団体、製造、流通業者が一体となって回
収体制を確立し、適正処理を進める。
　今後、市町村協議会を中心とした組織的取組とともに生産部会を通じて農業者への啓発を図り、
適正処理を実施していくものとする。

指導・支援

各ＪＡ推進本部 ＪＡ集荷場

県協議会 産業廃棄物処理業者 廃棄物処理場

農家

各ＪＡ営農センター
各生産部会

農家 農家 農家 農家 農家



４．労働生産性の向上と労働力確保
(1)　10ａ当たり総労働時間

（単位：時間、％）
項目

年次
現在（３０
年）Ａ 124
目標（５年）
Ｂ 123
対比Ｂ／Ａ 100

(2)　年齢別農業従事者数
（単位：人、％）

項目
16 30 50 60 65 16 30 50 60 65 16 30 50 60 65

計 ～ ～ ～ ～ 歳 計 ～ ～ ～ ～ 歳 計 ～ ～ ～ ～ 歳
29 49 59 64 以 29 49 59 64 以 29 49 59 64 以

市町村名 年次 歳 歳 歳 歳 上 歳 歳 歳 歳 上 歳 歳 歳 歳 上

59 19 13 9 18 59 19 13 9 18
倉吉市

65 23 13 7 22 65 23 13 7 22
110% 121% 100% 78% 122% 110% 121% 100% 78% 122%

16 2 2 6 6 16 2 2 6 6
北栄町

16 2 2 4 8 16 2 2 4 8
100% 100% 100% 67% 133% 100% 100% 100% 67% 133%

75 21 15 15 24 75 21 15 15 24

計 81 25 15 11 30 81 25 15 11 30
108% 119% 100% 73% 125% 108% 119% 100% 73% 125%

比率 現在 100% 28% 20% 20% 32% 100% 28% 20% 20% 32%
目標 100% 31% 19% 14% 37% 100% 31% 19% 14% 37%

(３)労働力確保、生産省力化のための具体的手段の現状と課題
　栽培農家の高齢化等の労力不足に対応するため、農協が主体となった育苗体制を確立するとともに、全自動
定植機の利用拡大を推進する。

　また、さらに大幅な省力化を進めるため、作業の分業化の推進及び一貫機械化作業体系の導入により、単位面積あた
りの労力の軽減を図り、産地の維持拡大を図る。

80

10ａ当たり総労働時間の内訳
育
苗

耕
起
整
地
基
肥

定
植
（

は
種
）

中
耕
・
除
草

追
肥

栽
培
管
理

防
除

収
穫
・
調
製

そ
の
他

8 9.5 80

3.5 4 10

3 4 9.5 9

9 8 9.5

100% 100%

合計 男 女

86% 100% 95% 100%

Ａ
目標（５年）

Ｂ
対比Ｂ／Ａ

100%

対比Ｂ／Ａ

現在（３０年）
Ａ

目標（５年）
Ｂ

対比Ｂ／Ａ

10ａ当たり総
労働時間

現在（３０年）
Ａ

目標（５年）
Ｂ

現在（３０年）



第４　指定野菜の出荷に関する事項

　１．流通先別出荷数量
（単位：トン、％）

流通先

市町村名 年次
217 37 254 中国・近畿

倉吉市 291 291 〃
455 3 458 〃
31 38 69 中国・近畿

北栄町 15 15 〃

89 5 94 〃

248 75 323

計 306 306

544 8 552

本産地の夏秋キャベツは、全量生食用で主に中国市場、近畿市場に出荷されている。平成３０年の出荷量
は台風、長雨による生育遅れが重なり、３０６tとなっている。異常気象による収穫量減や生産者の高齢化
で廃業が進む中、再生産価格以上の販売で面積増加に繋げたい。

生食用 加工用

５年前（２５年）

目標（５年）

合
計

主な出荷先名
卸売市場向け 卸売市場以外向け 卸売市場向け 卸売市場以外向け

５年前（２５年）
現在（３０年）
目標（５年）

５年前（２５年）
現在（３０年）

現在（３０年）
目標（５年）



２．出荷機関別出荷数量 
（単位：トン、％）

項目

市町村名 年次
（　）

217 37 254 85

倉吉市 291 291 100

455 3 458 99

31 38 69 45

北栄町 15 15 100

89 5 94 95

248 　　（　） 75 323 77

計 306 　　（　） 0 306 100

544 　　（　） 8 552 99

現在（３０年）

目標（５年）

農
協
連
合
会

農
　
　
　
協

任
意
組
合

５年前（２５年）

現在（３０年）

目標（５年）

５年前（２５年）

５年前（２５年）

現在（３０年）

目標（５年）

共
販
等
率

商
　
　
　
協

商
　
　
　
人

大
規
模
生
産
者

そ
　
の
　
他

計



　３．流通先別月別出荷数量 （単位：トン）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

種別の期間　月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 種別の期間計

計 （○印の月の計）
ブロック 年次（該当に○印） ○ ○ ○ ○

10 209 219

40 354 394

87 87

150 150

8 8

計 0 0 10 296 306

0 0 40 512 552

４　出荷規格

区分

現在（３０年）

目標（５年）

現在（３０年）

目標（５年）
卸売市場以外向け 現在（３０年）

目標（５年）

現在（３０年）

目標（５年）

現在（３０年）

目標（５年）

　出荷規格は、全国農業協同組合連合会鳥取県本部が作成した規格を使用している。今後、必要に応じて規格の変更、簡
素化を行っていく。

生
食
用

卸
売
市
場
向
け

中国

近畿

加
工
用

卸
売
市
場
向
け

中国

近畿

現在（３０年）

目標（５年）
卸売市場以外向け 現在（３０年）

目標（５年）



第５　指定野菜の近代化に関する事業計画

　１．現　状

戸
数

面　積
又　は
処理量

戸 ｈａ(ｔ)

経営体
質強化
施設整
備事業

倉吉市

鳥取中
央農業
協同組

合

72 36.52
自動野
菜移植

機

自動野
菜移植

機

２．０ｈｒ
／１０ａ

９台 Ｈ１４

　地域農業が高齢化・後継者不足の進行するなか、今後、産地維持を図るためにはハウスや
予冷施設の整備及び機械化等が必須であり、各施設の利用を推進し、省力化を進め生産者
個々の経営規模拡大につなげ経営の安定化を図る。
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２．計画
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（参考資料）
１．資金計画
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計

計
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２．添付図

(1) 　農業振興地域及び農用地区域を図示する。
(2) 　指定野菜の区域を黒線で囲み、本計画樹立年の作付面積を記入する。
(3) 　目標年次の指定野菜の作付区域を緑線で囲み、目標年次の作付面積を記入する。
(4)

(5)

(6)

(7)
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　第５の２の補助事業の欄の土地基盤整備については、計画区域を赤色で図示（農道、かんがい施
設等については、路線を赤線で図示し、その受益範囲を赤色の斜線で示す。）し、生産管理機械施
設、集出荷貯蔵施設及び産地管理施設については、当該施設等の設置又は保管計画場所の名称を
付して赤丸で図示する。

　第５の２の農業改良資金及びその他補助、融資事業の欄の生産管理機械施設等については、（６）
と同様に黄色で図示する。

野菜指定産地の区域全体を表わす位置図１枚を添付する。
この位置図は、縮尺を明記した既存の地図を用いて次により作成する。

　役場、農協等の公共施設並びに指定野菜の生産及び出荷に関する既存の農機具格納庫、集出荷
施設等の位置を黒丸を付して記入する。
（その施設等が補助事業等で導入された場合は、その事業名等を付記する。）

　指定野菜の作付区域（現在及び目標）に関係する土地基盤整備の実施済地区を青色で図示する。
（農道、かんがい施設等については、路線を青線で図示し、その受益範囲を青色の斜線で示す。）


